
 

平成３０年度第１回松伏町総合教育会議議事録 

開 催 日 時 平成３０年６月２０日（水） 

午後４時００分から午後５時２０分まで 

会 議 会 場 松伏町役場本庁舎２階 ２０１会議室 

出 

席 

者 

氏 

名 

構 成 員 

松伏町長               鈴木   勝 

松伏町教育委員会教育長        佐藤  哲士 

松伏町教育委員会教育長職務代理者   若盛  正城 

松伏町教育委員会教育委員       田口  嘉則 

松伏町教育委員会教育委員       谷ケ﨑由紀子 

松伏町教育委員会教育委員       渡邊  淳子 

事務局等 

企画財政課長             石川   敏 

企画財政課主幹            目黒  健二 

企画財政課主任主事          鈴木  陵平 

教育総務課長             沖田  啓子 

教育文化振興課長           山﨑  章夫 

教育総務課主幹            渡辺  武志 

教育総務課主任指導主事        川村   功 

教育総務課主任指導主事        坂寄  秀彰 

教育総務課副主幹           岡本  正央 

欠 席 者 なし 

傍 聴 人 なし 

次  第 

（協議又は調整が

行われた事項） 

１ 開会 

２ 町長挨拶 

３ 教育長挨拶 

４ 協議・調整事項 

（１）松伏町教育大綱の改正について 

（２）平成２９年度のいじめ、不登校等の状況について 

（３）金杉小学校放課後子ども教室の運営状況について 

５ その他 

６ 閉会 

配布資料 ・平成３０年度第１回松伏町総合教育会議次第 

・平成３０年度第１回松伏町総合教育会議出席者名簿 

・資料１   松伏町教育大綱の改正について          

・資料２－１  平成２９年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する文部科学省調査結果 

・資料２－２ 長期欠席者の状況 

・資料３－１ 金杉小学校放課後子ども教室の運営状況 

・資料３－２ 放課後子ども教室の様子 

・資料４－１ 新聞記事 

・資料４－２ 平成２９年度 埼玉県学力・学習状況調査結果 

・資料５－１ 新聞記事 



・資料５－２ 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン  

・松伏町総合教育会議運営要綱 

・松伏町総合教育会議傍聴要綱  

・松伏町総合教育会議傍聴要綱運用基準 

議事録作成者 企画財政課総合政策担当 主任主事 鈴木 陵平 

協議又は調整の要旨 

議事 発言者 発言内容・決定事項 

１ 開会 事務局 会議の開会を宣言 

２ 町長挨拶 町長 町長の挨拶 

３ 教育長挨拶 教育長 教育長の挨拶 

４ 協議・調整事項 

会議録署名人の確認 事務局 会議録の署名人は、町長部局側で町長と教育委

員会側で会議ごとに出席者名簿の順に従って、

１人ずつ署名いただくこととなっているため、

署名人は、町長と田口委員となる旨報告する。 

（１）松伏町教育大

綱の改正につい

て 

事務局 協議・調整事項の進行は、会議招集者である町

長に依頼する。 

町長（議長） 次第 ４ 協議・調整事項の（１）松伏町教育大

綱の改正について事務局より説明を求める。 

事務局 ・平成２７年に策定した教育大綱及び第５次総

合振興計画を基に、毎年度教育行政重点施策

を策定している。 

・第５次総合振興計画前期計画は今年度が最終

年度となっており、教育大綱も併せて改正を

予定している。 

・主な改正内容は、総合振興計画後期基本計画

とのすり合わせと、多世代交流学習館を大綱

に明記し社会教育施設としての位置付けを明

確にすることである。 

・今年度中の総合教育会議で改正について議題

としたい。 

町長（議長） 質問等を求める。 

委員 ・本協議事項は、改正について進めてよいかと

いう了解を得るのみということか。 

事務局 ・今回の協議事項としては改正することについ

て了解をいただくのみである。 

・今年度は第５次総合振興計画後期基本計画の

策定年となっている。本計画と教育大綱のす

り合わせを行った後に教育大綱を今年度後半

に改正したいと考えている。 

町長 ・教育大綱の基本理念と重点施策のリンクが分

かりづらいため、改正のタイミングで整合性

を図ること。 



事務局 了承した。 

町長（議長） その他意見・質問等を求める。 

構成員 【意見・質問なし】 

（２）平成２９年度

のいじめ、不登

校等の状況につ

いて 

町長（議長） 次に、４ 協議・調整事項の（２）平成２９年度

のいじめ、不登校等の状況について事務局より

説明を求める。 

事務局 ・平成３０年４月に実施した、平成２９年度児

童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する文部科学省調査結果となる。 

・小中学校ともに前年度よりもいじめ認知の数

は増加しているが、解消もしくは解消に向け

て取り組んでいる状況である。 

・いじめの態様は冷やかしやからかいが全体の

２／３を占める。 

・重大事態の発生件数については、引き続きな

い。 

・長期欠席者数は増加傾向である。しかし、「そ

の他」の計上は病気、経済的理由、不登校に該

当しないや２つ以上に該当する場合が該当し

ていたが、完全に不登校と判断できる児童生

徒については不登校としてカウントをする計

上方法としたため、割合が増えている。 

・このことから松伏第２中学校へ派遣されてい

る県のスクールカウンセラーの訪問回数が増

加することとなった。 

町長（議長） 質問等を求める。 

委員 ・マイナス面の報告のみであるが、これを今後

どう対応していくかという方針については総

合教育会議としてはどのように考えていくの

か。 

事務局 ・総合教育会議は町長部局と教育部局の情報共

有の場である。 

町長（議長） ・数値が増えていることについては全委員が認

識されたと思う。 

・議会等での対応については、どのように説明

しているか教育長の方から説明をしてほし

い。 

教育長 ・いじめの定義は本人から申し出があれば、い

じめであるとカウントをするよう学校側へ伝

えているところである。 

・いじめがあることは良くないが、認知して解

決するという観点からは浸透し始めてきてお

り、一定の効果を得ている。 



 

・不登校については、先生方に重く受け止めて

もらいたいため、その他から不登校にカウン

トを変えている。 

・また、さわやか相談室を設置しており、児童生

徒からの相談を週２日で受けられるようにし

ている。 

事務局 そのようにしたい。 

町長（議長） 自ら命を絶つことや、引きこもる子どもがいな

い町を作っていきたい。今後、様々な分析をし

ていきたい。 

町長（議長） その他意見・質問等を求める。 

構成員 【意見・質問なし】 

（３）金杉小学校放

課後子ども教室

の運営状況につ

いて 

町長（議長） 次に、４ 協議・調整事項の（３）金杉小学校放

課後子ども教室の運営状況について事務局より

説明を求める。 

事務局 ・平成２９年度から開始し、５４回実施した。 

・学習活動や体験活動を行った。 

・地域活動ということで、地域の方とスナック

ゴルフを行い、地域交流を行った。 

・今年度については、２９名が参加登録し学区

外から２名が参加している。 

・指導員については、金杉小学校のＡＬＴの先

生が参加していただけるようになり、英語か

るたなどを新たに始めた。 

・今年度は体験活動を拡大・充実を予定してい

る。 

 

町長（議長） 質問等を求める。 

委員 ・参加者は多くても問題はないのか。 

事務局 ・定員は３０名で、指導員の関係上、現在はそ

れ以上増やすことが残念ながらできない。 

委員 ・他校での実施予定は。 

事務局 ・金杉小学校は小規模特認校として、特色ある

学校として位置付けている。 

・他校で行うことにより、特色でなくなること

と、指導員数の現状値では金杉小学校のみで

限界である。 

 

町長（議長） その他意見等を求める。 

構成員 【意見・質問なし】 

町長（議長） 以上で、協議調整事項について終了し、進行を

事務局へ戻す。 



５ その他 

（１）県内小中学校

を対象とした、

県独自の学力・

学習状況調査 

事務局 ５その他（１）県内小中学校を対象とした、県

独自の学力・学習状況調査について説明を求め

る。 

事務局 ・今年度で４回目、４月１２日に実施された。

この結果はまだ出ていないため、前年度の結

果を報告する。 

・試験内容は様々な難易度の問題が出題されて

いる。 

・同じ児童生徒のレベルを前年度との比較をす

ることが可能である。 

・すべての学年、教科において県平均正答率を

下回っている。 

・学力の伸びについては、県の学力の伸びと同

じもしくは上回っている。 

・学級経営がしっかりしているクラスほど学力

が高いことが分かった。 

事務局 意見等を求める。 

委員 ・学級経営については、どのように分かったの

か。 

事務局 ・独自試験の中でアンケートもあり、居心地の

良さ等、いい学級での学力レベルが高いこと

が分かった。 

５ その他 

（２）中学校の部活

動の実施におけ

る方針 

事務局 ５その他（２）中学校の部活動の実施における

方針について、事務局から説明を求める。 

事務局 ・国から平成３０年３月に運動部活動の在り方

に関する総合的なガイドラインが出された。 

・国が定めている休養日は、平日１日、土日１

日以上の計２日以上を休養日とすることとさ

れている。 

・１日の活動時間は平日２時間程度、休業日は

３時間程度とされている。 

・運動部だけでなく、文化部についても同様と

考えている。 

・６月中に県から方針が出る予定であり、それ

を受けて今年度中に実効的な方針を策定する

予定である。 

事務局 意見等を求める。 

委員 ・本ガイドラインの前に、平成２５年に国から

類似の方針が出されている。 

・休養日については、守っている顧問は保護者

生徒から見ると熱心でないと勘違いされてし

まっている。 

 



・ガイドラインについて周知されていないこと

が原因であると考えている。 

・町の方針が出るのであれば、周知を広く実施

していく必要がある。 

教育長 ・そのように感じている。 

・徹底できないのは努力義務であるからと考え

ている。 

・学校でやり方が異なっている。 

・踏み込んだ方針とすることについて、生徒・

保護者からの理解を得られるのか見定める必

要がある。 

委員 ・教育委員会から通達を出せば学校はそのとお

り対応すると考える。 

・その代替えとして本ガイドラインでも地域と

の連携について記述があるが、実際は困難で

あると思われる。 

委員 ・学校教育の一環としての部活動なのか、大会

等で上位を目指す部活動なのか根本的に見直

していく必要は今後ある。 

教育長 ・時代は変わってきている。 

・教員の働き方をしっかりと管理するのも教育

委員会の仕事である。時代の流れに合わせた

働き方にしていく必要はあると思う。 

６ 閉会 教育長職務代

理者 
会議の閉会の挨拶 

事務局 ・今年度は教育大綱の改正もあることから計３

回を予定している。 

・次回の日程については、平成３０年１０月の

定例教育委員会の日程に併せて開催する。具

体的な日程等は決まり次第文書で通知する。 

・会議の閉会を宣言。 

上記記載事項は、平成３０年６月２０日松伏町役場本庁舎２０１会議室において開催

した、平成３０年度第１回松伏町総合教育会議の内容を記録したものに相違ないこと

を認め、ここに署名する。 

    

         平成３０年 ７ 月２４日 

 

 

           署名人の職・氏名  松伏町長     鈴木  勝                 

 

 

           署名人の職・氏名  教育委員会委員  田口 嘉則                

 



 


